
イントロダクション 「法」と「本手引」の関係

第２章：用語の定義等 法第60条（法第２条も含む。）

第３章：個人情報等の取扱い 法第61条-第68条

第４章：内部利用・外部提供 法第69条

第５章：個人情報ファイル簿 法第75条

第６章：開示・訂正・利用停止請求 法第76条-第103条

• 西東京市
※地方公共団体は

法第５章の適用を受ける。

第５章

第60条-第129条

個人情報の保護に関する法律 西東京市個人情報保護制度の手引

第１章：個人情報保護制度の概要
～令和３年改正法の趣旨・本手引の制定目的～

第７章：西東京市個人情報保護法施行条例逐条解説
～法施行条例の条文逐条解説～

第８章：西東京市個人情報保護・情報公開審査会条例逐条解説
～審査会条例の条文逐条解説～

第１章-第４章

第６章-第８章

～法で用いる用語の定義の説明～

～個人情報の適切な利用・漏えい時の対応～

～内部利用及び外部提供の条件・内部手続～

～個人情報ファイル簿の作成・公表～

～開示・訂正・利用停止請求の流れ～


